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一

銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）

改

正

後

改

正

前

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

11

11

法
第
十
三
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規

法
第
十
三
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規

12

12

定
す
る
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

定
す
る
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一

第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会

一

第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会

社
等
（
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ

社
等
（
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
及
び
第
十
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
子
会
社
等
が
同
号
の
債

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
子
会
社
等
が
同
号
の
債
務
者
等
に
対
し

務
者
等
に
対
し
て
合
算
し
て
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
合
算
信

て
合
算
し
て
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
合
算
信
用
供
与
等
限
度

用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
」

額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を

と
い
う
。
）
を
超
え
て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
、
当
該
債

超
え
て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
、
当
該
債
務
者
等
の
事
業

務
者
等
の
事
業
（
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く
。
次
号
に
お
い

（
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

て
同
じ
。
）
の
継
続
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

継
続
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

13

13

法
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
信
用
の
供
与
等
は

（
新
設
）

14
、
信
用
の
供
与
等
を
行
う
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
等
と
実
質
的
に
同
一
と
認
め

ら
れ
る
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
と
す
る
。
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（
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

（
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

第
十
六
条
の
二
の
三

法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
政
令

第
十
六
条
の
二
の
三

法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
政
令

で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
は
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
同
一
人
（
当
該

で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
は
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
同
一
人
（
当
該

政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
当
該
銀
行
持
株
会
社
の

政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
当
該
銀
行
持
株
会
社
の

合
算
子
法
人
等
（
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
算
子
法
人
等
を
い
う
。
以
下

合
算
子
法
人
等
（
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
算
子
法
人
等
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
合
算
関
連
法
人
等
（
第
四
条
第
三
項
に
規
定

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
合
算
関
連
法
人
等
（
第
四
条
第
三
項
に
規
定

す
る
合
算
関
連
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
い
場

す
る
合
算
関
連
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
い
場

合
の
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
合
算

合
の
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
合
算

子
法
人
等
並
び
に
合
算
関
連
法
人
等
を
除
く
。
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

子
法
人
等
並
び
に
合
算
関
連
法
人
等
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
十
二
項
に
お
い
て
「
受
信
合
算
対
象
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

条
第
十
二
項
に
お
い
て
「
受
信
合
算
対
象
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
区
分
は

３

法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
区
分
は

、
次
に
掲
げ
る
信
用
の
供
与
等
（
同
項
本
文
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
を
い

、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
（
同
項
本
文
に
規

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
と
す
る
。

定
す
る
信
用
の
供
与
等
を
い
う
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
同
条
第

一
項
本
文
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
率
は
、
百
分
の
二
十
五
と
す
る
。

一

法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
同
一
人
に
対
す
る
信

（
新
設
）

用
の
供
与
等
（
次
号
に
掲
げ
る
信
用
の
供
与
等
を
除
く
。
）

二

当
該
銀
行
持
株
会
社
が
、
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
で
あ

（
新
設
）

る
場
合
に
お
け
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等

４

法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
率
は
、

（
新
設
）

次
の
各
号
に
掲
げ
る
信
用
の
供
与
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率

と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
信
用
の
供
与
等

百
分
の
二
十
五
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二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
信
用
の
供
与
等

百
分
の
十
五

５

第
四
条
第
十
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
た
だ
し
書

４

第
四
条
第
十
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
十
二
項
第
一
号
中
「
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第

場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
十
二
項
第
一
号
中
「
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第

十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十

十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
子
会
社
等
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
そ
の
子

同
じ
。
）
又
は
そ
の
子
会
社
等
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
そ
の
子
会
社
等
（
法
第

会
社
等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い

五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
合
算

規
定
す
る
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
算
信
用
供

信
用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
」

与
等
限
度
額
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
本
文
に
規
定
す
る
銀
行
持

と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
本
文
に
規
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
に
係
る

株
会
社
に
係
る
信
用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
銀
行
持
株
会

信
用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
信
用

社
に
係
る
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
五

供
与
等
限
度
額
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定

号
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
そ
の
子
会
社
等
又
は
そ
の
子
会
社
等
」
と
あ
る
の
は

中
「
及
び
そ
の
子
会
社
等
又
は
そ
の
子
会
社
等
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
そ
の
子

「
又
は
そ
の
子
会
社
等
」
と
、
「
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「

会
社
等
」
と
、
「
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
銀
行
持
株
会
社

銀
行
持
株
会
社
に
係
る
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
、
同
号
中
「
及
び
そ
の
子
会

に
係
る
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
、
同
号
中
「
及
び
そ
の
子
会
社
等
若
し
く
は

社
等
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
等
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
等
」

そ
の
子
会
社
等
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
等
」
と
読
み
替
え
る

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

６

法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
信
用

５

法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
信
用

の
供
与
等
は
、
第
四
条
第
十
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
信
用
の
供
与

の
供
与
等
は
、
第
四
条
第
十
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
信
用
の
供
与

等
（
政
府
が
元
本
の
返
済
及
び
利
息
の
支
払
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
も
の
を

等
（
政
府
が
元
本
の
返
済
及
び
利
息
の
支
払
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
も
の
を

除
く
。
）
と
す
る
。

除
く
。
）
と
す
る
。

７

法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
信
用

（
新
設
）

の
供
与
等
は
、
信
用
の
供
与
等
を
行
う
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
等
（
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同
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
と
実
質
的
に
同
一
と
認

め
ら
れ
る
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
と
す
る
。
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二

農
業
協
同
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
七
十
一
号
）

改

正

後

改

正

前

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２
～
９

（
略
）

２
～
９

（
略
）

法
第
十
一
条
の
八
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書

法
第
十
一
条
の
八
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書

10

10

の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
及
び
そ
の
子
会
社

一

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
及
び
そ
の
子
会
社

等
（
法
第
十
一
条
の
八
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下

等
（
法
第
十
一
条
の
八
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
及
び
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
組
合
の
子
会
社
等
が

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
組
合
の
子
会
社
等
が
同
号
の
債
務
者

同
号
の
債
務
者
等
に
対
し
て
合
算
し
て
同
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
合
算

等
に
対
し
て
合
算
し
て
同
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
合
算
信
用
供
与
等
限

信
用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額

度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
い
う
。
）

」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
、
当
該

を
超
え
て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
、
当
該
債
務
者
等
の
事

債
務
者
等
の
事
業
の
継
続
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

業
の
継
続
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

11

11

法
第
十
一
条
の
八
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
信
用
の
供
与
等
は
、
信

（
新
設
）

12
用
の
供
与
等
を
行
う
組
合
又
は
そ
の
子
会
社
等
と
実
質
的
に
同
一
と
認
め
ら
れ

る
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
と
す
る
。
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三

信
用
金
庫
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）

改

正

後

改

正

前

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

10

10

銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書

銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書

11

11

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す

る
。

る
。

一

第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
庫
及
び
そ
の
子
会

一

第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
庫
及
び
そ
の
子
会

社
等
（
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以

社
等
（
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
子
会
社
等
が
同
号

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
子
会
社
等
が
同
号
の
債
務
者
等
に

の
債
務
者
等
に
対
し
て
合
算
し
て
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す

対
し
て
合
算
し
て
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
合
算
信
用
供

る
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
算
信
用
供
与
等

与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
い

限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば

う
。
）
を
超
え
て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
、
当
該
債
務
者

、
当
該
債
務
者
等
の
事
業
（
第
九
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業

等
の
事
業
（
第
九
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く
。
次
号

を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
継
続
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
継
続
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

れ
が
あ
る
こ
と
。

。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

12

12

銀
行
法
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
信
用
の
供
与

（
新
設
）

13
等
は
、
信
用
の
供
与
等
を
行
う
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
等
と
実
質
的
に
同
一
と
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認
め
ら
れ
る
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
と
す
る
。
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四

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
四
号
）

改

正

後

改

正

前

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

10

10

銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書

銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書

11

11

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す

る
。

る
。

一

第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
信
用
協
同
組
合
等
及

一

第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
信
用
協
同
組
合
等
及

び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等

び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
子
会

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
子
会
社
等
が
同
号
の

社
等
が
同
号
の
債
務
者
等
に
対
し
て
合
算
し
て
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前

債
務
者
等
に
対
し
て
合
算
し
て
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る

段
に
規
定
す
る
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
算

合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
算
信
用
供
与
等
限

信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ

度
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
、

と
と
す
れ
ば
、
当
該
債
務
者
等
の
事
業
（
第
九
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規

当
該
債
務
者
等
の
事
業
（
第
九
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
を

定
す
る
事
業
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
継
続
に
著
し
い
支
障
を

除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
継
続
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

が
あ
る
こ
と
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

12

12

銀
行
法
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
信
用
の
供
与

（
新
設
）

13
等
は
、
信
用
の
供
与
等
を
行
う
信
用
協
同
組
合
等
又
は
そ
の
子
会
社
等
と
実
質
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的
に
同
一
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
と
す
る
。
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五

労
働
金
庫
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
六
号
）

改

正

後

改

正

前

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

10

10

銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書

銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書

11

11

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す

る
。

る
。

一

第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
庫
及
び
そ
の
子
会

一

第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
庫
及
び
そ
の
子
会

社
等
（
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以

社
等
（
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
子
会
社
等
が
同
号

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
子
会
社
等
が
同
号
の
債
務
者
等
に

の
債
務
者
等
に
対
し
て
合
算
し
て
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す

対
し
て
合
算
し
て
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
合
算
信
用
供

る
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
算
信
用
供
与
等

与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
い

限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば

う
。
）
を
超
え
て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
、
当
該
債
務
者

、
当
該
債
務
者
等
の
事
業
（
第
九
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業

等
の
事
業
（
第
九
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く
。
次
号

を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
継
続
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
継
続
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

れ
が
あ
る
こ
と
。

。

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

12

12

銀
行
法
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
信
用
の
供
与

（
新
設
）

13
等
は
、
信
用
の
供
与
等
を
行
う
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
等
と
実
質
的
に
同
一
と
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認
め
ら
れ
る
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
と
す
る
。
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六

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
八
号
）

改

正

後

改

正

前

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２
～
８

（
略
）

２
～
８

（
略
）

９

法
第
十
一
条
の
十
一
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理

９

法
第
十
一
条
の
十
一
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理

由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一

信
用
の
供
与
等
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
債
務
者
等

一

信
用
の
供
与
等
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
債
務
者
等

」
と
い
う
。
）
の
事
業
の
遂
行
上
予
見
し
難
い
緊
急
の
資
金
の
必
要
が
生
じ

」
と
い
う
。
）
の
事
業
の
遂
行
上
予
見
し
難
い
緊
急
の
資
金
の
必
要
が
生
じ

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
漁
業
協
同
組
合
が
当
該
債
務
者
等
に
対
し
て
法
第

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
漁
業
協
同
組
合
が
当
該
債
務
者
等
に
対
し
て
法
第

十
一
条
の
十
一
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
信
用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の

十
一
条
の
十
一
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
信
用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の

項
及
び
第
十
四
項
に
お
い
て
「
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え

項
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て
「
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え

て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
、
当
該
債
務
者
等
の
事
業
の
継

て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
、
当
該
債
務
者
等
の
事
業
の
継

続
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

続
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

法
第
十
一
条
の
十
一
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し

法
第
十
一
条
の
十
一
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し

10

10

書
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

書
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
漁
業
協
同
組
合
及
び
そ

一

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
漁
業
協
同
組
合
及
び
そ

の
子
会
社
等
（
法
第
十
一
条
の
十
一
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を

の
子
会
社
等
（
法
第
十
一
条
の
十
一
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
漁
業
協
同
組
合
の
子
会

い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
漁
業
協

社
等
が
同
号
の
債
務
者
等
に
対
し
て
合
算
し
て
法
第
十
一
条
の
十
一
第
二
項

同
組
合
の
子
会
社
等
が
同
号
の
債
務
者
等
に
対
し
て
合
算
し
て
同
条
第
二
項
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前
段
に
規
定
す
る
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
五
項

前
段
に
規
定
す
る
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
四
項

に
お
い
て
「
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
信
用
の
供

に
お
い
て
「
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
信
用
の
供

与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
、
当
該
債
務
者
等
の
事
業
の
継
続
に
著
し
い

与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
、
当
該
債
務
者
等
の
事
業
の
継
続
に
著
し
い

支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
略
）

（
略
）

11

11

法
第
十
一
条
の
十
一
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
信
用
の
供
与
等
は
、

（
新
設
）

12
信
用
の
供
与
等
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
又
は
そ
の
子
会
社
等
と
実
質
的
に
同
一

と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
と
す
る
。

第
一
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
九
十
二
条
第
一
項

第
一
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
前
項
の
規
定
は
、
法
第
九
十
二
条
第
一
項
及

13

12

及
び
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
の
十
一
第
一
項
本
文
の

び
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
の
十
一
第
一
項
本
文
の
政

政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
、
信
用
の
供
与
又
は
出
資
（
信
用
の
供

令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
、
信
用
の
供
与
又
は
出
資
（
信
用
の
供
与

与
又
は
出
資
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
、
政

又
は
出
資
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
、
政
令

令
で
定
め
る
区
分
及
び
政
令
で
定
め
る
率
、
同
条
第
二
項
前
段
の
政
令
で
定
め

で
定
め
る
区
分
及
び
政
令
で
定
め
る
率
、
同
条
第
二
項
前
段
の
政
令
で
定
め
る

る
区
分
及
び
政
令
で
定
め
る
率
並
び
に
同
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
政

区
分
及
び
政
令
で
定
め
る
率
並
び
に
同
条
第
三
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
信

令
で
定
め
る
信
用
の
供
与
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

用
の
供
与
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

・

（
略
）

・

（
略
）

14

15

13

14

第
一
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て

第
一
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て

16

15

準
用
す
る
法
第
十
一
条
の
十
一
第
一
項
本
文
の
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の

準
用
す
る
法
第
十
一
条
の
十
一
第
一
項
本
文
の
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の

あ
る
者
、
信
用
の
供
与
又
は
出
資
（
信
用
の
供
与
又
は
出
資
に
相
当
す
る
も
の

あ
る
者
、
信
用
の
供
与
又
は
出
資
（
信
用
の
供
与
又
は
出
資
に
相
当
す
る
も
の

を
含
む
。
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
、
政
令
で
定
め
る
区
分
及
び
政
令
で

を
含
む
。
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
、
政
令
で
定
め
る
区
分
及
び
政
令
で

定
め
る
率
、
同
項
た
だ
し
書
（
同
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

定
め
る
率
、
同
項
た
だ
し
書
（
同
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
、
同
条
第
二
項
前
段
の
政
令

含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
、
同
条
第
二
項
前
段
の
政
令
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で
定
め
る
区
分
及
び
政
令
で
定
め
る
率
並
び
に
同
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二

で
定
め
る
区
分
及
び
政
令
で
定
め
る
率
並
び
に
同
条
第
三
項
第
一
号
の
政
令
で

号
の
政
令
で
定
め
る
信
用
の
供
与
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
め
る
信
用
の
供
与
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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七

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
八
十
五
号
）

改

正

後

改

正

前

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２
～
９

（
略
）

２
～
９

（
略
）

法
第
五
十
八
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

法
第
五
十
八
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

10

10

政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子

一

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子

会
社
等
（
法
第
五
十
八
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以

会
社
等
（
法
第
五
十
八
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
及
び
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
農
林
中
央
金
庫
の
子
会

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
農
林
中
央
金
庫
の
子
会
社
等
が
同
号
の

社
等
が
同
号
の
債
務
者
等
に
対
し
て
合
算
し
て
同
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す

債
務
者
等
に
対
し
て
合
算
し
て
同
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
合
算
信
用
供

る
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
算
信
用
供
与
等

与
等
限
度
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
い

限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば

う
。
）
を
超
え
て
信
用
の
供
与
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
、
当
該
債
務
者

、
当
該
債
務
者
等
の
事
業
の
継
続
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る

等
の
事
業
の
継
続
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

こ
と
。

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

11

11

法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
信
用
の
供
与
等
は
、
信
用

（
新
設
）

12
の
供
与
等
を
行
う
農
林
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
等
と
実
質
的
に
同
一
と
認

め
ら
れ
る
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
と
す
る
。
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八

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
十
一
号
）

改

正

後

改

正

前

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
）

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
）

第
十
二
条

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
元
本
補
塡
付
き
金
銭
信
託
（
法
第
六

第
十
二
条

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
元
本
補
塡
付
き
金
銭
信
託
（
法
第
六

条
の
規
定
に
よ
り
元
本
の
補
塡
の
契
約
を
し
て
い
る
金
銭
信
託
（
貸
付
信
託
を

条
の
規
定
に
よ
り
元
本
の
補
塡
の
契
約
を
し
て
い
る
金
銭
信
託
（
貸
付
信
託
を

含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
信
託
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合

含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
信
託
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合

に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
に
係
る
当
該
各
号
に
定
め
る
貸
出
金
に

に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
に
係
る
当
該
各
号
に
定
め
る
貸
出
金
に

は
、
当
該
元
本
補
塡
付
き
金
銭
信
託
の
信
託
財
産
の
運
用
に
係
る
貸
出
金
（
貸

は
、
当
該
元
本
補
塡
付
き
金
銭
信
託
の
信
託
財
産
の
運
用
に
係
る
貸
出
金
（
貸

出
金
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。

出
金
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

第
二
条
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
四
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
金
融
機

八

第
二
条
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
四
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
金
融
機

関

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
八
号
）
第

関

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
八
号
）
第

十
条
第
七
項
第
一
号
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
十
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

十
条
第
七
項
第
一
号
（
同
条
第
十
二
項
及
び
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
貸
出
金

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
貸
出
金


